
 

１． 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（５３２）） 

２．日 時：平成２９年１２月１２日 １３時３０分～１５時３０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

義崎管理官補佐、秋本安全審査官、田尻安全審査官、照井安全審査官、正岡安

全審査官、髙嶋原子力規制専門員 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 室長代理 他１３名 

東北電力株式会社：原子力部（原子力業務） 副長 他１名 

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 課長 他２名 

中部電力株式会社：原子力部 設備設計グループ 主任 他１名 

中国電力株式会社：電源事業本部（原子力設備グループ） 担当 

電源開発株式会社：原子力事業本部 原子力技術部 設備技術室 課長代理 他１名 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電から、東海第二発電所の工事計画認可申請における本文及び添

付書類の作成要領のうち「添付図面の作成要領」及び「技術基準規則の新旧比

較表等」について、１２月８日の提出資料に基づき説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から主に以下の点について指摘を行った。 

  〇既設の設計基準対処設備のうち、今回の工事計画において改造工事を実施する

設備を整理し提示すること。 

○設置許可基準規則及びその解釈並びに技術基準規則及びその解釈について、最

新の改訂を含めて記載した上で、経過措置に基づき、本工事計画と別に手続き

を行う工事を整理し提示すること。 

 

（３）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 工認ヒアリング 全体スケジュール表 


